
別紙１

１　件　　名 山陰終末処理場ほか消防設備修繕

２　実施場所 山陰終末処理場　　　 下関市大字垢田字洞の上

山陽終末処理場　　　 下関市乃木浜二丁目２１９２番地

武久中継ポンプ場 下関市武久町二丁目２４番１６号

３　履行期限 令和８年９月３０日

４　内　　容 処理場及びポンプ場の消防設備修繕一式

(1) 山陰終末処理場

 ア　避難口誘導灯 Ｃ級片面壁直付 機器取替 ２台

 イ　避難口誘導灯 Ｂ級ＢＬ形両面天吊 機器取替 ３台

 ウ　避難口誘導灯 Ｂ級ＢＬ形片面天吊 機器取替 １台

 エ　避難口誘導灯 Ｂ級ＢＬ形片面壁直付 機器取付 １２台

 オ　４面誘導灯盤加工（３箇所） １２面

(2) 山陽終末処理場

 ア　避難口誘導灯 Ｂ級ＢＬ形片面天吊 機器取替 １台

 イ　避難口誘導灯 Ｂ級ＢＬ形片面壁直付 機器取替 １台

 ウ　沈砂池ポンプ棟 放送設備 機器取替

　 （ｱ） ワイドホーンスピーカー(１５Ｗ) ４台

　 （ｲ） 天井埋込スピーカー(３Ｗ) １台

　 （ｳ） 壁掛スピーカー(３Ｗ) ２台

(3) 武久中継ポンプ場

 避難口誘導灯 Ｃ級片面壁直付 機器取替 １台

(4) 実施箇所については、別図１～５を参照すること。

(5) 官庁手続及び検査立会は、本修繕に含む。

５　提出書類 (1) 写真（施工前・施工中・完成） １部

(2) 完了届 １部

　　ア　件名

　　イ　内容

　　ウ　実施場所

　　エ　契約金額　

　　オ　完了年月日

　　　　提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとす

　　　る。

仕　　様　　書



(3) その他発注者が指示するもの

６　注意事項 (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。

(2) 処理場及びポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。

(3) 天候の急変等の不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示する

　ことがある。

(4) 作業に必要な軽微な電源（ＡＣ１００Ｖ）、上水については、棟屋内

　のコンセント及び近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行い、

　その使用は最小限にすること。

(5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。

(6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。

(7) 施工に当たり、施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、

　これを補修すること。

(8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。


